
 

（委託販売等の手数料に係る受託者の売上税額等の計算） 

【答】  

委託販売等について、委託販売等に係る受託者においては、委託者から受ける委託販売手数

料が役務の提供の対価となりますが、委託者から軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲

渡等のみを行うことを委託されている場合、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受

すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額とす

ることも認められています（基通10－１－12⑵）。 

適格請求書保存方式においても、委託された商品の販売が軽減税率の適用対象でない場合に

は、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額と

し、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額とすることができます。この場合、委託者に

支払う金額に係る課税仕入れに関し、適格請求書等の保存は不要です。 

 

  

問 124 当社は、委託販売等に係る資産の譲渡等について受託し、その手数料を受け取っており、

売上税額の計算について、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課

税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としていますが、

適格請求書等保存方式の下での取扱いについて教えてください。なお、当社が委託された商

品の販売は軽減税率の適用対象ではありません。【令和３年７月追加】【令和５年 10月改訂】 


